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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、株主、顧客、従業員をはじめとする利害関係者と信頼関係を構築し、経営と業務執行における透明性の確保と法令遵守を徹底し、経営
責任と説明責任の明確化を図り、企業活動を通じて社会貢献を果たすとともに、企業価値の持続的な向上に努めてまいります。また、このような
取り組みを進めていくなかで、コーポレート・ガバナンスを経営の重要事項の一つと認識し、継続してその充実・強化に努めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２④（議決権電子行使の環境作り・招集通知の英訳）】

当社は、現在の株主構成に占める機関投資家や海外投資家の比率及び対応コスト等を勘案し、現時点においては招集通知の英訳を実施してお
りませんが、今後、株主構成が変化し機関投資家や海外投資家の比率が上昇した場合には、当該投資家の要望も踏まえたうえで、その時点の状
況に応じた適切な対応を検討してまいります。なお、当社は、2024年５月開催の第20回定時株主総会より議決権の電子行使を開始しております。

【補充原則３－１②（英語での情報開示・提供）】

当社は、現在の株主構成に占める海外投資家の比率等を勘案し、英語での情報開示・提供を実施しておりませんが、今後、株主構成が変化し海
外投資家の比率が上昇した場合には、当該投資家の要望も踏まえたうえで、その時点の状況に応じた適切な対応を検討してまいります。

【補充原則４－１③（最高経営責任者等の後継者計画）】

当社は、創業者である代表取締役社長が、経営者として活躍の期待できる年齢にあることから、現時点においては最高経営責任者（CEO) 等の後

継者計画の策定・運用を具体的に進めておりませんが、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現していくうえで、将来的に対応
を検討していくべき重要な経営課題の一つであると認識しております。

以上を踏まえて、当社の取締役会は、今後の当社の状況に応じて、CEO等の後継者計画の策定・運用に主体的に関与していくとともに、後継者候
補の育成に向けた当社の段階的な取り組みを適切に監督してまいります。

【原則４－８ 独立社外取締役の有効な活用】

当社は現在、独立社外取締役を１名のみ選任しておりますが、役員８名（取締役５名、監査役３名）に占める独立社外役員の構成比は３分の１を
上回っており、また、独立社外取締役と独立社外監査役が相互に連携を密にとっていることから、現状において重要事項の意思決定や業務執行
についての監督は、適切に機能しているものと認識しております。

しかしながら今後、当社の企業規模が拡大しコーポレート・ガバナンスのより一層の充実・強化が必要となる場合には、独立社外取締役を少なくと
も２名以上選任することを検討してまいります。

【補充原則４－８③（独立社外取締役の割合）】

当社は、支配株主を有しておりますが、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を３分の１以上選任しておりません。こ
の点については前項（【原則４－８】）で記載したとおり、独立社外取締役と独立社外監査役が相互に連携を密にとっていることから、現状において
重要事項の意思決定や業務執行についての監督は、適切に機能しているものと認識しております。

しかしながら今後、当社の企業規模が拡大し少数株主の利益保護を含めたコーポレート・ガバナンスのより一層の充実・強化が必要となる場合に
は、その状況に適したガバナンス体制の整備に向けて独立社外取締役を少なくとも３分の１以上選任する等の対応を検討してまいります。

【補充原則４－10①（独立の委員会の適切な関与・助言）】

当社は、監査役会設置会社であって、独立社外取締役が取締役の過半数に達していない状況にありますが、取締役会における経営幹部・取締役
の指名・報酬等の検討に際しては、独立社外監査役を含む独立社外役員が積極的に審議に関与しており、取締役会の機能の独立性・客観性及
び説明責任を補完しているものと認識しております。

しかしながら今後、当社の企業規模が拡大しコーポレート・ガバナンスのより一層の充実・強化が必要となる場合には、独立した委員会の設置等
の対応を検討してまいります。

【原則４－11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社の取締役会は、営業、技術、経営管理の各分野に精通し、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良
く備えた者で構成されていると認識しておりますが、現時点の企業規模では、ジェンダーや国際性といった要素まで十分に考慮するには至っており
ません。当該要素については、今後、当社の企業規模の拡大に伴い、その重要性を勘案しながら段階的に検討を進めてまいります。

なお、監査役は、十分な実務経験と能力を有する弁護士、公認会計士を各１名ずつ選任しております。また、取締役会は、取締役会全体としての
実効性の分析・評価を2025年より実施しており、その機能のさらなる向上を図っていくように努めてまいります。

【原則５－２ 経営戦略や経営計画の策定・公表】

当社は、各事業年度の開始に際し経営戦略や収益計画を策定し経営計画としてとりまとめ、収益面や財務面の経営目標を設定したうえで、持続
的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて事業展開を図っております。この経営計画の概要につきましては、決算発表時の決算補足説明資
料等の一部として、また、2025年５月23日付で公表した「上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況について」のなかで、重点施策や
経営資源の配分、配当政策等について説明しております。

なお、当社は、現時点において収益力や資本効率に関する具体的な目標数値を公表しておりませんが、2026年２月28日時点で全ての上場維持



基準に適合したことを踏まえ、今後は、上場維持基準適合後の新たなフェーズとして、収益力や資本効率の向上を図るとともに、具体的な目標の
公表に向けて引き続き精査・検討を進めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４ 政策保有株式】

当社は現在、政策保有株式として上場株式を保有しておりませんが、今後、政策保有株式を保有する状況となった場合には、保有に伴うリスクと
リターンの関係が経済合理性を有するか等について精査したうえで、取締役会における十分な審議を踏まえて、保有に関する是非判断を行うこと
としております。

また、保有株式の議決権の行使については、株主の立場から当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の向上に資するか否かの観点から総
合的に判断し、適切に行使することとしております。

【原則１－７ 関連当事者間の取引】

当社は、役員や主要株主等との取引（関連当事者間の取引）を行う状況となった場合には、当該取引が当社と株主共同の利益を害することのな
いように、取引の合理性、事業上の必要性、取引条件の妥当性について十分に審議したうえで、法令・社内規程に従い、取締役会での承認を得る
こととしております。また、当該取引の経過と結果については、取締役会において適宜報告することとしております。

【補充原則２－４①（中核人材の登用等における多様性の確保）】

（ⅰ）多様性の確保についての考え方等

当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現していくうえで、人的資本を最重要の経営資源と位置付けており、年齢・性別・国
籍等を問わず、中核人材を適材適所で積極的に採用・登用していくことが重要であると考えております。

上記考えに基づき多様性の確保に向けて取り組んでいくなかで、当社は、特に自主的かつ測定可能で具体的な目標を設定しておりませんが、引
き続き積極的に推進してまいります。

（ⅱ）多様性の確保の状況

多様性の確保を推進するなかで、2026年２月末日現在、女性従業員比率は29.6％であり、女性管理職比率は20.0％と前事業年度比で6.4ポイント
増加しております。また、採用した人材が入社後活躍できる社内環境整備に取り組むなかで、平均勤続年数は４年10ヵ月となり、上場後の５年間
で１年７ヵ月伸長しております。

（ⅲ）多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その状況

人材育成の面では、実務スキルの習得・向上に向けた研修や資格取得の補助等の充実を図っている他、職位や等級に応じた研修を定期的に実
施し従業員個々のキャリア形成に応じた成長機会を提供しております。

また、社内環境整備の面では、多様化する価値観やライフステージに合わせた柔軟な働き方の提供の実現に向けて継続的に制度の充実を図る
とともに、各種オンボーディング施策やメンタルヘルスケア等の充実によって、健康で長期にわたり安心・安全に働ける仕組みを構築し、全ての人
材に活躍の機会を提供できるように努めております。

【原則２－６ 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、企業年金制度がなく、アセットオーナーとしての積立金の運用を行っていないため該当事項はありません。

【原則３－１ 情報開示の充実】

（ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

当社は、企業理念を当社ウェブサイトにて公表しております。また、経営計画の概要を決算補足説明資料等の一部として公表しております。

（ⅱ）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針について

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針については、本報告書「Ⅰ 1．基本的な考え方」に記載のとおりでありま

す。

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き

取締役の報酬については、本報告書「Ⅱ　経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりであります。

（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き

取締役・監査役候補者の指名に際しては、人格、経験、能力及び専門性等を踏まえ、その役割・責務を全うできる適任者であるかを総合的に判断
したうえで選任する方針としており、取締役候補者は取締役会での十分な審議のうえ、また、監査役候補者は監査役会での協議及び同意を得て、
取締役会での審議のうえ、株主総会に上程し決定しております。

（ⅴ）経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

取締役・監査役候補の個々の選任についての説明については、株主総会招集通知に記載し開示しております。

【補充原則３－１③（サステナビリティについての取組み）】

当社は、サステナビリティを巡る社会課題への対応を、重要な経営課題と認識しております。一例として、毎年利益の１％、又は最低100万円以上
の寄付を16年継続しており、当社ウェブサイトにおいて寄付の詳細を開示しております。（ https://www.geo-code.co.jp/philanthropy/ ）

また、2024年２月期より有価証券報告書において、「サステナビリティに関する考え方及び取組」について開示しております。

【補充原則４－１①（経営陣に対する委任の範囲）】

当社は、法令により取締役会の専決とされる事項及び重要な業務執行上の意思決定については取締役会付議事項とし、その他法令上可能な業
務執行上の決定は、代表取締役社長をはじめとする経営陣に委任しております。なお、これらの区分については、取締役会規程、職務権限規程を
定め明確化しております。

【原則４－９ 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、独立社外取締役として、会社法及び東京証券取引所が定める要件を充足することを前提に、これまでの経営経験や業界での専門知識に
加え、取締役会等への積極的な貢献や経営に対する監督機能の発揮が期待できる人物を選定することとしております。



【補充原則４－11①（取締役会の多様性に関する考え方等）】

当社は、経営戦略の実現に向けて、取締役会全体として、Webマーケティングを中心にITビジネス全般に関する知見、営業や技術さらに経営管理
といった事業運営に関する経験、経営層としてふさわしい能力・資質といった観点を総合的に考慮して各取締役を選任することとしております。な
お、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を選任しております。

【補充原則４－11②（取締役・監査役の兼任状況）】

当社は、取締役・監査役の主な兼任状況について、株主総会招集通知や有価証券報告書等において毎年開示しております。なお、当社の各取締
役・各監査役の兼任先数は合理的な範囲内にあり、職務を適切に果たしております。

【補充原則４－11③（取締役会の実効性評価）】

当社の取締役会では、各役員に取締役会資料を事前配布し、審議時間を十分確保することや、監査役も交えた自由闊達で建設的な議論・意見交
換の実施等により、取締役会全体の実効性を担保するように努めております。また、実効性をさらに向上させるべく、2025年より取締役会の実効
性の分析・評価を実施しております。

（ⅰ）分析・評価の方法については、各取締役・各監査役に対してアンケート調査(*)を行い、取締役会事務局において結果を取り纏めたうえ、取締
役会において分析・評価の内容を確認する自己評価方式を採用しております。

(*)アンケート調査は、取締役会の構成、運営、役割・責務、活動、支援体制等について、５段階評価と記述式回答により実施しております。

（ⅱ）評価の結果、当社取締役会全体としては概ね適切に機能・運営しており、取締役会全体として実効性があると評価しておりますが、実効性を
さらに高めていくために、会社の重要課題、特に中長期的な経営方針やM&A戦略等に関して活発かつ建設的な議論の時間を増やすことについて
は今後の課題として認識しております。

当社では、上記の評価結果を踏まえ、取り組むべき課題に適切に対応していくことによって、取締役会がより高い実効性を確保できるように努めて
まいります。

【補充原則４－14②（取締役・監査役に対するトレーニングの方針）】

当社では、取締役・監査役が、職責や業務上必要な知識の習得・向上のため、外部機関が開催する各種研修やセミナーに参加する機会を設けて
おります。

【原則５－１ 株主との建設的な対話に対する方針】

当社は、株主との建設的な対話を通して、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現すべく、以下の対応を実施する方針としております。

（ⅰ）株主との対話は、経営企画室が中心に担当し、専務取締役が総括することとしております。

（ⅱ）株主との対話に際しては、代表取締役社長を筆頭に説明者の選定も含め適切に対応を行うよう努めることとしております。

（ⅲ）株主との対話の手段の充実を図るために、定期的に決算補足説明資料を公表する等して情報発信に努めることとしております。

（ⅳ）株主、投資家等から寄せられた意見や懸念は、取締役、監査役、経営陣幹部の間で共有し、経営戦略に反映するよう努めることとしておりま
す。

（ⅴ）株主との対話に際しては、社内規程に基づき未公表のインサイダー情報の管理を徹底することとしております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 検討状況の開示

英文開示の有無 無し

該当項目に関する説明

　当社は、株価を意識した経営の推進に向け、2025年５月23日付「上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況について」（ https://ssl

4.eir-parts.net/doc/7357/tdnet/2624523/00.pdf ）において公表した各種取組みを着実に実行してまいりました。具体的には、業績向上に向けた

各種施策の推進に加え、株主還元策として剰余金の配当（年２回）及び株主優待（年２回）の実施、さらに同業２社のM&Aを実行いたしました。

　その結果、2026年４月３日付「上場維持基準への適合に関するお知らせ」（https://ssl4.eir-parts.net/doc/7357/tdnet/2786778/00.pdf）にて公表
のとおり、流通株式時価総額が上場維持基準に適合し、2026年２月28日時点において全ての上場維持基準に適合いたしました。

　今後は、上場維持基準適合後の新たなフェーズとして、引き続き株価を意識した経営を推進するとともに、資本コストを意識した経営の観点か
ら、投資効率の向上を図り、資本コストを上回るリターンの創出に取り組んでまいります。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

㈱ディーグラウンド 1,000,000 35.76

原口　大輔 622,600 22.26

吉田　知史 93,500 3.34

坂従　一也 30,500 1.09

ジオコード従業員持株会 18,532 0.66

大垣　尚治 9,400 0.33

小山　善光 8,600 0.30



唐澤　章吾 8,500 0.30

大曲　文裕 8,300 0.29

藤田　貴英 8,200 0.29

支配株主（親会社を除く）の有無 原口　大輔

親会社の有無 なし

補足説明

該当事項はありません。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 2 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社の主要株主である原口大輔氏の所有株式と、同氏の個人資産管理会社の所有株式を合計すると持株比率が過半数となるため、原口大輔氏
は、支配株主に該当します。当社は、支配株主及び当該個人資産管理会社と取引を行う場合には、少数株主の利益を損なうことのないように、取
引理由及びその必要性並びに取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分審議したうえで意思決定を行うこととして
おります。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

該当事項はありません。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 5 名



社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

大原　茂 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

大原　茂 ○ ―――

大原茂氏は、経営者としての豊富な経験と経
営全般に関する幅広く高い見識を有しており、
適切な提言を期待できることから、社外取締役
として選任しております。また、同氏と当社との
間に特別な利害関係はなく、一般株主との利
益相反が生じるおそれがないことから、独立役
員として指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社では、常勤監査役、内部監査室及び会計監査人との相互連携のもと、必要に応じて情報共有及び意見交換を行う機会を設けております。監
査役監査、会計監査人監査及び内部監査が有機的に連携するように、監査役は、内部監査結果について、内部監査室から情報共有を受けるとと



もに、適宜意見交換を行っております。また、監査役と会計監査人とは、報告会等の場を設け、情報共有及び意見交換を行っております。さらに、
内部監査室は、会計監査人との連携を図るため、会計監査人による監査役宛て報告会の場に同席する等して意見交換を行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

山本 純一 弁護士

松本 武 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

山本 純一 ○ ―――

山本純一氏は、弁護士として企業法務に精通
しており、その高い見識が当社の監査に反映さ
れることが期待できることから、当社の社外監
査役として選任しております。なお、同氏は、社
外役員となること以外の方法で会社の経営に
関与した経験はありませんが、上記の理由に
社外監査役としての職務を適切に遂行できるも
のと判断しております。また、同氏と当社との間
に特別な利害関係はなく、一般株主との利益
相反が生じるおそれがないことから、独立役員
として指定しております。

松本 武 ○ ―――

松本武氏は、公認会計士・税理士としての専門
知識を有しており、その高い見識が当社の監
査に反映されることが期待できることから、当
社の社外監査役として選任しております。ま
た、同氏と当社との間に特別な利害関係はな
く、一般株主との利益相反が生じるおそれがな
いことから、独立役員として指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名



その他独立役員に関する事項

株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準を満たす社外役員を、全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社の中長期的な成長及び企業価値向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として、ストックオプション制度を採用し、付与しておりま
す。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員

該当項目に関する補足説明

当社の中長期的な成長及び企業価値向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として、当社への貢献状況・職務の執行状況等を総合的
に勘案し、ストックオプションを付与しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、開示しておりませんが、有価証券報告書及び事業報告書において、役員区分ごとの報酬
額を開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

＜取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項＞

取締役の金銭報酬の額は、2017年２月23日開催の定時株主総会継続会において年額150百万円以内と決議いただいております。当該株主総会
終結時点の取締役の員数は３名であります。

＜役員報酬等の内容の決定に関する方針等＞

当社は、2021年12月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議
に際しては、あらかじめ決議する内容について社外役員に諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別
の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しているか否かを含む総
合的な検討を行っており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。

（1）基本報酬に関する方針

役位、職責、在任年数を基礎に、会社に対する貢献や実績、将来の期待値、さらに同業他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等の諸要素を
総合的に勘案して決定することとしております。

（2）業績連動報酬等に関する方針

該当事項はありません。

（3）非金銭報酬等に関する方針

該当事項はありません。



（4）報酬等の割合に関する方針

該当事項はありません。

（5）報酬等の付与時期や条件に関する方針

株主総会で決議された年間報酬限度額の範囲内での月例の固定報酬とすることとしております。

（6）報酬等の決定の委任に関する事項

取締役会決議に基づき代表取締役社長に一任することとしております。また、その一任する内容は各取締役個人別の報酬額の具体的な金額とす
ることとしております。

（7）上記のほか報酬等の決定に関する事項

該当事項はありません。

＜取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項＞

取締役会は、代表取締役社長に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各
取締役の会社経営の貢献・寄与等について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したからであります。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役に対しては、管理部が中心となり、必要な資料及び情報の提供等、適宜サポートしております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

ａ．取締役、取締役会

当社の取締役会は、取締役５名（うち社外取締役１名）で構成され、業務執行監督体制の整備、意思決定の公正化を図っております。取締役会
は、原則として毎月１回定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営上の意思決定を迅速に行える体制としてお
ります。

b．監査役、監査役会

当社の監査役会は、監査役３名（うち社外監査役２名）で構成されており、原則として毎月１回定時監査役会を開催する他、必要に応じて臨時監査
役会を開催し、監査計画の策定、監査に関する重要事項の報告、協議及び決議、並びに監査実施状況等の監査役相互の情報共有を図っており
ます。

c．リスクマネジメント及びコンプライアンス推進委員会

当社は、代表取締役社長を委員長とし、常勤役員、各部長等を委員とするリスクマネジメント及びコンプライアンス推進委員会を原則として１年に４
回開催し、企業活動におけるリスクマネジメント及びコンプライアンスに係る取り組みの推進を図っております。また、重大なリスクに発展する可能
性のある事項やコンプライアンス違反又はその可能性のある事実が発生した場合には、速やかにリスクマネジメント及びコンプライアンス推進委
員会を開催し、再発防止策を講じることとしております。

d．内部監査室

当社は、社内規程や関連法令の遵守、業務改善、不正・誤謬の未然防止を目的として、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しております。

e．会計監査人

当社は、アーク有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。なお、当社と同監査法人及び業務執行社員との間には、公
認会計士法の定めによる特別な利害関係はありません。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、経営の透明性・健全性の向上を図り、取締役による意思決定の迅速化を図るとともに、監査役による中立的な監査のもと経営の公正性
を確立することにより、効率的な経営システムと経営監視機能が十分に機能するものと判断し、現在の体制を採用しております。また、外部からの
客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要であると考えており、豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有している社外取締役及び社外
監査役を選任しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報(電子提供措置事
項)について電子提供措置をとっており、早期にインターネット上の当社ウェブサイトに掲
載しております。

【当社サイト】 https://www.geo-code.co.jp/ir/meeting/



集中日を回避した株主総会の設定
当社は決算月が２月であり、株主総会の開催日は集中日ではない時期である毎年５月下
旬を予定しております。他社の株主総会日を避け、株主が出席しやすい日時で株主総会
を開催出来るよう、努めてまいります。

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権行使を可能としております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株主数や運用コスト等の諸条件を勘案したうえで、今後検討すべき課題であると認識して
おります。

招集通知（要約）の英文での提供
外国人株主の保有比率上昇等の条件を勘案したうえで、今後検討すべき課題であると認
識しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
ディスクロージャーポリシーを制定し、当社ウェブサイト上に掲載しております。

URL: https://www.geo-code.co.jp/ir/disclosure/

個人投資家向けに定期的説明会を開催

個人投資家向けの定期的な説明会自体の開催は行っておりませんが、四半
期ごとの決算短信の発表に併せて、適時開示及び当社ウェブサイトで公表す
る「決算補足説明資料」の中で「社長インタビュー」として、個人投資家を想定し
た質問に代表取締役社長が回答しております。

URL： https://ssl4.eir-parts.net/doc/7357/tdnet/2790754/00.pdf

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

アナリスト・機関投資家向けの定期的な説明会自体の開催は行っておりません
が、個別取材の要請がある際は、適宜面談対応しております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
現時点では具体的な検討は行っておりませんが、今後の株主構成等を考慮し
ながら検討してまいります。

なし

IR資料のホームページ掲載
当社ウェブサイトに、IR専用ページを開設し、当社の情報を速やかに発信でき
る体制を構築しております。株主や投資家の皆様に対して積極的なディスク
ロージャーを実施してまいります。

IRに関する部署（担当者）の設置
IR活動に関する体制は、以下のとおりであります。

　IR担当責任者 　専務取締役

　IR担当部署 　　 経営企画室

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社では、「リスクマネジメント及びコンプライアンス規程」を定めており、全ての役員、従業
員、派遣社員がコンプライアンスを意識して業務に取り組むことにより、ステークホルダー
に対して良識的な行動をとるように、教育・実践を徹底しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は、東日本大震災の年から毎年利益の１％又は最低100万円以上を、自然災害、医
療・感染症、地球環境、文化保全等の各分野へ寄付することとしており、社会・環境問題を
はじめとするサステナビリティ（持続可能性）を巡る課題に当社として対応可能な範囲で継
続的に取り組んでおります。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、東京証券取引所との連絡及び相談を密にして、適時開示を行っております。TDne
tや当社ウェブサイト内のIRサイトにおいて適時適切な情報開示を行うとともに、会社説明
会等を定期的に開催して株主や投資家の皆様と直接対話する機会を積極的に設けていき
たいと考えております。なお、当社では、適時開示管理マニュアル及び重要情報開示管理
マニュアルを定めており、公平な情報開示を行うことにより、ステークホルダーの期待に応
え、企業価値の持続的向上に努めてまいる方針であります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社の内部統制システム構築に関する基本方針は以下のとおりであります。

ａ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) リスクマネジメント及びコンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス体制の構築・維持をします。

(2) コンプライアンスについて、取締役への周知徹底、使用人への教育・研修等を行い、コンプライアンスを遵守する企業風土の醸成や、役職員の

モラル向上に努めます。

(3) 法令違反や不適切行為に関する相談又は通報を行うことができる内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に

対応します。

(4) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応し、一切の関係及び取引行為を遮断することを反社

会的勢力への対応に関する規程等で定めております。また、その実効性を高めるために外部関係機関からの情報収集に取り組み、関係行政機
関や外部専門機関等と緊密な連携を図り、速やかに適切な対応がとれる体制を整備します。

ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

文書管理規程・情報管理規程を制定し、株主総会議事録・取締役会議事録・決裁申請書・計算書類・法定書類、その他文書管理規程に定める文
書を、関連資料とともに保存しております。

ｃ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) リスクマネジメント及びコンプライアンス規程を制定し、会社の事業活動において想定される各種リスクに対する組織、責任者を定め、適切に評

価・管理体制を構築します。

(2) 定期的にリスクマネジメント及びコンプライアンス推進委員会を開催し、リスク管理に関する方針、体制の確立及び対策を講じます。

(3) 重大な事故等、緊急事態が発生した場合には、代表取締役社長を長とする緊急対策体制のもと、迅速な対応を行い、損失を最小限に留める

ものとします。

ｄ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役は取締役会規程・業務分掌規程・職務権限規程等に依拠して職務を執行するとともに、効率的・合理的な経営計画及び事業計画を策定・
推進するために各部門会議等を活用し、全社的な業務の効率化を実現する体制を整えます。

ｅ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に
関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1) 監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を監査役との協議に基づき任命します。

(2) 監査役の職務を補助する使用人は、常勤監査役の直轄下に置き取締役の指揮・命令は受けないものとします。

(3) 当該使用人の人事異動及び考課については、常勤監査役の同意を得るものとします。

ｆ．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受
けないことを確保するための体制

(1) 監査役は取締役会に出席して、報告・審議・決裁事項等を取締役と共有します。また、各部門の会議についても、監査役はその必要性を認め

た場合に出席します。

(2) 内部監査室が内部監査により知り得た重要な情報や内部監査報告書も、確実に監査役に報告される体制を整えます。

(3) 取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、速やかに監査役に報

告することとします。

(4) 監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを徹底します。

ｇ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図ります。

(2) 監査役は、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図ります。

(3) 監査役の職務の執行について生ずる費用等の前払い又は償還等の請求があった場合には、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に

必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続きに従いこれに応じるものとします。

ｈ．財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の信頼性及び適正性を確保するための体制を構築し、適切な運用を実施するため、経理に関係する諸規程を整備するとともに、会計基
準その他関連する法令を遵守するための教育・啓蒙を行うことにより、財務報告にかかる内部統制の充実を図ります。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、コンプライアンス遵守を実践するために、暴力団等反社会的勢力排除宣言を行い、その中で、暴力団等反社会的勢力とは、一切の関係
を遮断すること、暴力団等反社会的勢力には、商品及びサービスの提供その他一切の取引を行わないこと、暴力団等反社会的勢力による不当要
求は、断固拒絶することを定めております。また、「反社会的勢力への対応に関する規程」及び「反社会的勢力等対応マニュアル」を定め、管理部
（総務人事課）を対応統括部署として、反社会的勢力排除の体制を整備、運用しております。

具体的には、新規取引先との取引開始に先立ち、外部調査機関等を利用して情報収集を行い、事前の「反社チェック」を行うとともに、継続取引先
についても、毎年最低１回は取引先全社の定期調査を行うこととしております。また、取引先と締結する「基本契約書」及び「約款」には、取引先が
反社会的勢力であることが判明した場合に、契約を解除できる旨の反社会的勢力排除条項を盛り込んでおります。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無



買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

該当事項はありません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

該当事項はありません。
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【適時開示体制の概要（模式図）】
＜１．決定・発生事実に関する情報の適時開示業務フロー＞

＜決定事実＞

＜発生事実＞

＜２．決算に関する情報の適時開示業務フロー＞

＜３．適時開示書類PDF掲載までのフロー＞
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